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直
接
强
制 

爱
に
直
接
强
制
と
申
す
は
强
制
豫
算
、
强
制
支
出
、 

代
議
浃
、
.代
執
行
、
及
び
吏
員
の
選
任
事
を
總#h

る 

劣
^
と
ず
。

自
治
體
に
於
て
必
双
な
る
經1
を
»
算
に
計
上
せ
 ̂

る
滕
は
、
監
督
官
廳
自
か
ら
其
の
經
費
を
豫
算
に
計
上 

す
可
—
、
又
自
治
體
に
於
て
必
；
#
な
る
支
出
を
爲
S
か 

る
滕
は
監
督
官
®M

介
ら
支
狒
命
令
を
發
し
、
其
の
友 

出
を
爲
名
し
む
る
乙
と
を
得
。
換
言
す
れ
ば
監
督
官
廳 

の
#

^
し
杧
る
豫
#
若
く
は
支
拂
#
令
胗
自
治
體
の
豫 

算
若
く
は
支
狒
命
令
と
し

y

法
律
上
の
效
力
を
發
す
る 

名
の
に
し
て
、
卽
ち
直
接
强
制
の
一
手
段
把
ろ。

f

 

と
雖
名
、
こ
の
權
限
を
自
治
體
の
隨
意
支
出
に
名
及
ぼ 

す
に
至
ヶ
て
は
自
治
權
^
,
蹂
画
す
る
の
甚
し
き
名
の
と 

云
は
5'
'
る
可
か
ら
梦
。
自
治
體
の
議
決
機
關
财
召
集
に-
 

應

寥

る

か

、.成
立
せ
次
る6

、
又
は
議
決
す
可
き
事

項
を
議
決
せ
次
る
肪
は
、
監
督
官
廳
に
於
て
其
の
^
決 

に
代
石
可
き
意
思
を
決
定
す
.る
の
權
を
有
せ
次
る
可
か 

ら
步
。
是
れ
卽
ち
代
議
決
の
權
な6
。
市
制
第
九
十I 

*

«

0

0項
に
於
て
-1
!
|
.31
は
#
參
*

#
舣
議
決
ず
^
き 

事
項
を
議
決
せ
次
る
蹄
、
市
長
舣
當
該
事
項
に
付
き

v

 

府
，縣
參
事
會
の
議
決
を
請̂

乙
と
を
規
定
し
^
る
は®

I
.

の
一
例
な
6
。
叉
市
制
第
百
六
十
三
條
第

1

一
項
に
於V

 

—「

市
長
、
其
他
の
吏
員
其
の
執
行
す
可
き
事
件
を
執
行 

せ
次
る
脖
は
府
縣
知
事
叉
は
其
の
藥
任
を
受
け
^
る
宫 

.
•吏
員
之
を
執
行
す
るt

i
を
得」

.と
規
^;
せ
る
は
@|
]
ち 

代
執
行
の一

例
な
6
0此
の
場
合
に
於
て
、
費
用
は
自
治 

體
の
負
撳
と
ザ
。
文
市
制
第
六
十
四
條
第

1

項
に
於
<
' 

市
長
、
助
役
、
收
入
役
、
叉
は
副
收
入
役
に
故
障
あ
る 

i
き
、
監
督
官
靡
が
臨
滕
代
理
者
を
選
任
し
、
其
の
職 

務
を
管
掌
せ
し
め
る
こ
と
を
規
定
し
杧
る
は
卽
ち
監
督 

官
廳
の
吏
員
選
任
權
を
認
め.
#る
？
■の
に
し
て
、
此
の

i

i

i

i

場
合
、
臨
脖
代
理
者
は
當
該
自
治
髓
の
吏
員
^
る
名
の 

i
す
0

.

つ
こ
解
散
及
び
懲
戒 

以
上
述
べ
允
る
名
の
、
外
、
監
督
官
廳
は
或
は
自
治 

體
の
機
關
を
改
造
し
、
或
はIK
M
を
懲
戒
す
る
こ
と
を 

得
べ
し
。
以v

自
治
體
に
對
す
る
國
家
監
督
權
の
如
何 

に
廣
大
な
る
.か
を
知
る
可
き
な
6
。
陳
家
は
自
治
體
の 

違
法
行
爲
は
勿
論
、
其
不
當
の
行
爲
に
對
し
て
名
亦
充 

分
な
る
干
涉
«
を
留
保
し
^

6
。
自
治
體
の
行
爲
'が
適 

法
な
る
可
き
は
勿
論
な
る
；

P
、

何
於
公
益
に
適
す
る
か 

は
自
治
體
自
/P
ら
認
定
す
る
の
-械
能
を
有
せ3'
'
る
可
沪 

ら
岁
、
監
督
官
廳
を
し
で
白
治
馓
の
公
益
認
筮
權

i

吵 

で
千
涉
せ
し
む
る
は
吾
人
の
寒
心
に
堪
へ

f
o

る
所
な 

6
。(

完)

..

七 

o3t

雜

錄

'
經
濟
蟲
の
前
九
後
三
年
の
役

.

松

本

彥

次

»|
5

戦
記
物
語
a
ど
我
國
思
性
に
影
響
を
與
へ
允
名
の
は 

あ
る
ま
い
、
日
本
歷
皮
の
大
部
分
は
戰
爭
史
で
あ
ゐ
己 

と
は
大
IE
の
今
B

i
雖
名
#
免
る
s 

S
J
i
tt
出
來
なS

 

吉
田
東
伍
氏
の
倒
叙
日
本
史
は
多
.少
の
非
難
は
あ
る
に 

し
て
3
室
町
胂
代
の
土
地
制
度
の
矶
双
に
つ.い
<

i

 

し
あ
る
は
從
來
の
缺
點
を
補
は
る
、
名
の
で
蘗
田
傅
士 

の
蒲
考
及
古
事
類
苑
政
治
鄧
其
他
の
土
地
制
に
關
し 

<
の
餅
究
は
鎌
倉
胁
代
以
後
は
幽
載
の
尾
の
如
く
消
え 

て
頭
||
6
.の
福
助
と
同
ー
令
あ
る|に
^
じ
。
吉
田
«
士 

は
室
町
®
代
以
；h
に
つS

て
論
b
て
ね
る
。
從
來
は
® 

爭
趣
味
に
i
ら
は
れV

大
名
の
領
地
そ
の
ヰ
の
に
は
注 

意
は
足
ら
な
か
つ
*
の
で
戰
爭
の
趣
味
は
國
民
の
思
想 

を
支
酣
し
宂
證
據
で
あ
る
。
：0
興
味
的
嫂
樂
の
讀
み 

>
^
u の
の
今
！

の)

中
-̂
最
^
^
い̂-\J 
信
^aXv 

る
、
の
は
前
九
年
役
を
叙
述
じ
^
る
陸
奥
話
記
と
後
三

' 

.

七
九
-

■
i
t



年
記
と
て
緣
卷
の
說
明
書
で
あ
る
。
け
れ
ど
名
こ
の
軍 

記
名
0
め
萠
芽
は
將
^
記
で
陸
奥
話
記
に
先
立
つ
：こ
と 

凡
百1:

ー
十
年
で
著
作
せ
ら
れ
允
の
で
武
士
的
道
德
の
固 

ま
ら
飞S

中
の
武
士
生
活
の
叙*
で
あ
る4

ら
两
容
の 

嫂
樂
的
要
素
、
S

Sし
.

S

の
.そ
車
記
物
に
中
に
入
れ
ぬ
を 

通
說
と
す
る。

.

天
慶
の
亂
呔
將
門
於
俯
し
て
皇
城
を
窺
ふ
な
ど
の
俗 

說
於
興
味
を
ひ
き
、
.將
軍
财
天
位
を
覬
覦
せ
し
を
以
て 

こ
.の
亂
の
原
因
と
せ
る
を
明
治
滕
代-r
J
な
6
眞
福
本
の 

將
門
記
の
古
寫
本
あ
る
は

1

般
に
知
ら
れ
、
ま
^
こ
の 

箸
は
亂
後
一
ニ
¥

#
に
な
6
し
正
確
な
る
史
料
杧
る
こ 

と
は
知
ら
れ
把
の
で
東
西
軍
記
や
大
鏡
な
ど
の
誤
藤
は 

發
見
せ
ら
れ
、
將
軍
謀
叛
の̂

^
は
一
族
の
爭
H
に
某 

け
る
於
中
途
に
動
機
、

S

•變

更

し

て

破

れ

れ

に

大

叛 

逆
を
企
y
fc
6
と
し
。
或
は
藤
原
氏
の
.跋
扈
の
爲
め
檢 

非
違
使
の
役
す
ら
得
ら
れ
ぬ
不
平
な
ど
の
通
說1
へ1 

般
に
信
せ
ら
れ
於
織
田
完
^
^
は
京
都
の
ヤ
ィ
ヵ
ラ 

思
想
を
代
表
せ
し
經
基
烬
武
_
守
と
し
て
下
ろ
關
東
の

豪
族
杧
る
武
芝
氏
と
の
爭
ひ
杧
る
を
將1::舣
歲

せ

る 

.U

經
基
は
將
軍
を
誤
解
し
京
都
に
上6
將

門

を

_

告

甘
 

し
爲
め
i
從
來
の
碑
究
に
一
步
を
す
、
め
^
:

(

三
田
史 

學
會
の.
織
田
氏
の
：講
演U:

よ
る)

■

.■小

れ

..ど

名

將

門

記

&

史

的

價

値

を

增

し

或

る

點

は

紕 

記
類
よ
6
名
正
確
で
あ
る
.か
ら
と
て
將
門
記〗

點
張
6 

で
»
明
し
過
ぎ
る
傾
あ
6
と
思
ふ
？
け
れ
ど
？
群
書
類 

從
本
の
將
門
記
眞
福
寺
所
藏
の
將
門
記
は
卷
首
に
缺
闕 

が
あ
6
、
.そ
し
<
此
缺
_
せ
石
部
分
»
天

慶

の

亂

.の
眞 

•
の
原
因
.で
あ
る
乙
と
に
氣
财
つ
か
な
か
つ
*
の
で
あ
る 

所
‘
&幸
に
名
亡
の
缺
闕
は
今
昔
物
語
に
よ
つ
て*:
^
1J 

は
れ
て
ゐ
る
。
今
昔
物
語
は
天
慶
年
間
を
遲
る
、
こ
と 

百
四
五
十
年
故
、
天
慶
亂
の
史
料
と
し
<
信
少
る
に
足 

ら
ぬ
と
云
夯
人
名
あ
ら
ぅ
け
れ
ど
將
門
記
と
今
昔
物
語 

と
雨
方
を
對
照
し
讀4-
ぬ
か
ら
で
あ
.る
0
今
昔
物
語
卷 

J
1

十
五
平
將
門
發
謀
反
被
誅
話
は
將
門
記
の
抄
譯
そ
あ 

つ
て
將
^
記

は

漢

文

體

で

あ

る

於

今

傅

へ

ら

る

'、

今

昔 

は
假
名
交
ろ
文
で
.其
ft
經
欧
將
円
記
と
同I

な
る
よ
ろ

し
て
抄
譯
杧
る
事
は
疑
ふ
べ
く
名
な
s

o試
み
に
卷
初 

の
部
分
をHK

用
す
.れ
ば
、

八

■

‘勒
は
將
門
奴
父
良
持
於
弟
に
下
總
介
良
兼
と
云
ふ
者 

有
6

、

將

門

於

父

失

て

後

其

伯

父

]^
兼

と

聊

に

不

吉
 

事
有
て
中
惡
く
成
ぬ
。
亦
父
故
良
持
が

S

き
！
^

に 

依V

遂U

合
戰
に
及
ぶ
と
云
へ
どg
良
兼
等
に
道
心 

有
て
佛
法
を
崇
に
依
て
、
强
に
合
戰
を
不
好
。

と
。
明
に
所
«.
の
举
と
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
將
門
怒
つ 

て
&
香
を
殺
し
杧
る
に
國
香
の
子
貞
盛
關
東
に
來6
te 

る
t

i
に
つ
き
將
門
記
に
は

S

S

0

,

凡
將
門
非
^1

。

斯
源
氏
之
緣
坐 

也

T

句
^

盛

柱

守

器

之

職
、
®
賺
官
都
、
可
增53iiî

'> 

而
孀
#
在
堂
、
非
子
誰
養
、
00
» 0
斯
%

|

|̂|
0
« 0

睦
族
將
門
、
通
芳
操
於
花
夷
流
比
翼
國
家
。

す
之
れ
に
ょ
れ
ば
貞
盛
は
將
^
父
の
敵
货
扣
る
に
名
拘
ら 

玄
之
れ
i
举

は

ひ

と

は

せ

^

、

却

つ

て

坂

東

に

ぁ

る

所 

領
を
V
3酣
しv

を
る
所
を
み
れ
ば
今
昔
物
語
.の
記
事
と 

.照

應

ず

る

所
^;
ぁ
6
。
：此
亂
の
眞
因
‘は
土
»
同
題
ぉ
る

七
0
七 

雜 

錄

は
疑
び
を
挾
ひ
餘
地
は
な

S
。

名
門
の
子
弟
は
京
都
に 

あ
つ
て
は
藤
原
氏
の
閥
族
政
治
の
爲
め
に
志
を#
梦
o 

源
平
の
如
き
皇
族
ょ
ろ
出
で
三
四
代
に
し
て
地
方 

に
赴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情

U

な
つ
て
ゐ
る
？
天
慶
の
亂 

は
芷
系
の
藤
原
氏
以
外
の
諸
名
族
の
地
方
に
土
着
し
、 

武
家
i
云
ふ
新
階
級
を
形
つ
く6
、
乙
れ
等
の
名
族
は 

京
都
と
關
東
に
往
來
し
杧
、
過
渡
滕
代
で
は
あ
る
が
土 

'著
精
神
の
色
彩
は
勝
つ
 

< ゐ
る
。
天
慶
亂
の
根
本
は
土 

地
問
題
で
あ
6

i
す
れ
ば
o
將
ra

記
と

同
一
系
統
に
鹰
. 

す
る
陸
奥
話
記
の
前
九
铝
の
役
は
經
濟
史
的
觀
察
を
下 

す
こ
と
は
更
に
必
要
と
思
ふ
。
經
濟
史
的
說
明
を
以
て 

1

方
に
偏
す
る
と
の
非
難
は
免
れ
な
ぃ
於
本
論
文
の
目 

的
は
從
來
最
名
必
要
*
る
經
濟
的
觀
察
の
皆
無
な
る
軍 

:物
語
0-
嫂
樂
的
分
子
を
離
作V

み
る
の
で
、
自
分
は
將 

門
記
や
隆
奥
話
記
に
對
し
<
藝
術
的
價
値
や
思
想
の
方 

面
を
論
匕
杧
こ
と
あ
る
け
れ
ば
殊
里
に
經
濟
的
の
方
面 

に
袁
き
を
置
い
て
論
ビ
や
ぅ
と
思
夯
。

:

前
九
年
の
役
に
つ
い
;c
は
^

#
賴
#:
の
與
«
に
^
け

■
:

八
.

1

.

.

-

.

,



1

ふ
她
彼
i
、
源
賴
義
の
陸
奥
の
國
司
杧
る
爾
者
のi

 

«.
最
t
太
切
で
あ
る
、
' 殊
に
興
_
の
豪
族S

其
他
の
地 

方
の
豪
族
と
同1

性
質
の
名
の
で
あ
る
か
否
やの
m

本 

問
題
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
陸
奥
話
記
は
其
發
端
に
乙 

の
亂
の
原
因
を
記
し
、

1六
徽
鄱
之
苟
有
安
倍
賴
，域
者
、
是
同
忠
良
子
也
、
父 

It
i

東
夷
酋
長
、
烕
名
大
振
、
部
落
皆
服
、
横
行
六 

都
劫
略
人
K

V
子
孫
尤
激
麄
、.
漸
出
衣
;1
|
;外
、
不
輸 

賦
貢
、
姐i

役
代
代
驕
蓊
、'誰
人
敢
•不
能
制
之
、 

永
承
之
®
、
太
守
藤
原
朝
臣
登
任
發
數
十
兵
攻
之、
. 

出
羽
秋
田
城
介
平
朝
臣
重
成
爲
前
鲦
、
太
守
率
夫
士 

爲
後
、.親
啟
以
諸
部
俘
四
拒
之。
：
.

.

と
、_

奥
六
挪
は
云.
ふ
音
で
？
な
く
、
暇
夷
民
族i
大 

和
民
族
の
雜
届
で
あ
る
か
ら
異
民
族
は
部
落
を
異
.に
し 

V

住
む
事
$
な
6
、-
亦
兩
民
族
が
浪
血
の
場
合
$
あ
る 

故
に

記
錄Q

表
記
の
*

申
に

の

み

ょ

る

こ
と
は
出
來
な 

い
、
安
倍
賴a

(

後
賴
赌
と
改
名)

の
東
夷
の
酋
長
な
る 

龉
は
鎌
倉
擗
代
に
玉
葉
な
ど
に
奥
州
霧
に
對
す
る
浮

囚
東
夷
ど
は
異
な
み
、
：
蝦
夷
民
族
の
酋
長

i
解
す
る
よ 

4

1

S.、

賴
良
槠
代
に
諸
部
浮
囚i
あ
る
は
蝦
夷 

民
族
の
諸
■

を
别
合
せ
る
名©
を
意
味
す
る
名
の
.で 

|

あ
る
が
®
長
で
あ
る6

ら
賴
良
は
蝦
夷
民
族
と
あ
‘る
と 

\

の
斷
®
は
出
て
乙
なS。

當
槠
奥
州
六
郡
の
蝦
夷
は
自 

\

己
の
民
族
よ6
大
&
長
を
置
き
大
銃
.

一

の
出
來
於
は
疑 

|

問
^
.̂

る
、
そ
乙
で
賴
脖
は
蝦
夷
民
族
な
6
や
の
問
題 

\

於
®
る
。
陸
奥
話
記
は
賴
滕
の
貞
任
於
.
原
光
貞
必
姝 

一
を
嫁
せ
んと
し

tc

が
光
貞
は「

賤
其
家
族
、
不
許
之

」 

j

と
あ
る
よ
6
しV

次
化
の
劣
れ
る
異
民
族
に
姝
を
嫁
せ 

j

し
ひ
る
こ
と
を
好
凌
ぬ
欉

U

見
ゆ
る
。
然
る
^
貞
任
が 

殺
3
れ
杧
胁
記
事
に
貞
任

一

家
を
形
容
し
て 

I 

.容
貌
魁
偉
、
皮
腐
肥
白
也
、
巾
略
貞
任
子
童
.、
年

十 

j
三
歳
、
名
0
千
世
童
子
、

：

容
貌
美
麗
、

之
れU
よ
れ
ば
蝦
夷
民
族
の
⑽*
と
大
ft
B
族
の
將 

性
共
に
あ
ら
は
れ
て
反
て
雨
者
の
混
種
と
見
ら
れ-f
e
で 

は
なS

。

奥
州
六
郡
名
大
和
民
族
名
届
住
し
、
蝦
夷
民 

族
の
部
落
ぢ
ぁ
々
と
す
れ
ば
乙
の
地
方
は
中
夹
政
府
の

iA

f

Ii ；
I

1

£
II

地
方
{慕
は
充
分
行
は
れfc
る

べ

き

名

の
で
な
く
、
殊 

に
種
族
編
制
塒
代
の
蝦
夷
民
族
は
特
別
に
み
ね
ば
な
ら 

ぬ
。
こ
の
問
題
は
吾
壓
文
治
五
年
十
月

1

一
十
四
日
の 

」

條

に

■

可
遂
出
溺
_
地
檢
之
由
、
被
仰
置
留
守
所
、
御
進
發 

之
後
、
她
頭
等
、
愁
#
云

.|、

地

檢

之

間

可

颠

間

田

之 

:

旨
留
守
張
行
之
由
云
々
仍
今
日
可
饍
业
件
事
趣
、
沂 

被
遣
御
書
也
。

.

.

h
:當
國
楡
注
之
間
、
可
被
倒
所
々
地
頭
間
田
之
事
、 

尤
驚
聞
食
、
於
出
羽
陸
奥
者
依
爲
夷
之
地
、
度
 々

新
制
に
名
除
；

g
、

2
9
古̂
風
、
：更
無
新
餞
、
然
者 

#
間
田
等
#
被
停
廄
哉
、
有
公
田
之
外
間
田
者
如. 

蒙
に
て
不
可
相
違
之
：旨
依
鎌
倉
殿
仰
、
執
達
如

-

14

ず
+
月
ニ
十
四
日 

前

因

幡

守
.
.

出
羽
留
守
所
。

制
度
に
於s

 y

省
新
舊
の
令
の
遨
び
存
す
る
故
に
細 

:ブ
馨

究

は
g

能

で

あ

為

？
.瓛

滕

滕

代

と

後

の

藤

原
氏
脖
代
と
は
年
代
に
於S.

て
百
年
の
差
似
あ
る
け
れ
ど 

、
名
土
地
制
な
ど
に
は
大
し
杧
變
化
發
展
の
な

s

こ
と» 

吾
妻
鏡
の
記
事
を
信b
て

ょ

か

ら

ぅ

ブ

こ

そ

で

藤

，
原 

氏
勝
代
の
制
度
を
硏
究
し

V

安
倍
氏
肪
代
に
溯る
こ
i 

は
新
し
き
を
以
て®
6
に
舊
き
を
想
像
す
る
の.

»̂ 

.
な
い
ノ
c
S
に
注
意
す
ベ
，き
は
奥
州
六
郡
を
まi
め
て 

藤
原
氏
は
#
力
を
名
つ
て
ゐ
杧
の
で
賴
朝
如
何
に
之
を 

み
杧
か
に
つ
い
て
は
吾
妻
鏡
卷
之
六
文
治

〗 1

年
四
月
二 

十
四
日
の
絛
に「

是
去
比
、
被
下
御
書
、
御
館
者
、
_
奥 

六
郡
之
主
、
予
者
。
東
海
道
惣
官
也

J  .

當

肪

疆

の

知 

國
行
は
關
東
九
ヶ
國
で
あ
る
の
で
東
海
道
駿
官
は
i
の 

幕
烟
の
分
國
を
指
し̂
0:
で
あ
ら
ぅ
0
六
郡
之
主
な
る 

語
は
陸
奥
守*
6
と.
の
意
に
解
せ.
ね.
ば
な
ら
ぬ
。
玉
葉 

三
十
六
卷
治
承
五
年
八
月
賴
朝
關
東
に
擧
兵
し*
滕&

 

於
未
だ
卒
家
沒
落
前
で
あ
る
か
ら
。

關
東
賊
徒
猶
未
及
追
討
、
餘
勢
强
大
之
飲
也
、
以
京

都
®
兵

、
輙

難

：攻

落

歟

、
，
仍

以

陸

奥

住

人

秀

平

、

可 

.

.

.
被

任

彼

國

蟲

之

由
.、
：前.大

將

所_
行

也

、.
#國

、



素

大

奮

掠
o
'

然
者
、
拜

任

馨

之

裏o
,

:
,

之
：れ
に
ょ
っ
<
み
れ
ば
藤
原
氏
は
奥
州
六
郡
を
知
行 

し
て
ゐ
る
の
で
把
分
政
府
の
方
で
は
之
れ
を
認
め
な

S

 

の
だ
今
度
住
人
舜
衡
を
し
て
叛
人
賴
朝
を
追
討
せ
し
o 

るU

つ
き
公
に
睦
奥
の
國
司
に
す
る
のt
i
f
十
五
日 

の
除
目
に
は
陸
奥
守
藤
原
秀
平
と
公
然
と
任
命
し
杧
の 

だ
、
だ
&
ら
文
潴
五
年
九
日
に.
泰
衡
の
滅
13
せ
る
と
き 

其
墨
を
敍
鎭
守
府
將
軍
兼
陸
奥
守
秀
衡
の
次
男
と
し 

て
あ
る
を
み
れ
ば
奧
州
藤
原
氏
の
國
司
に
任
せ
ら
れ
允 

の
は
漸
く
^S

の
塒
で
あ
る
。

隆
奥
話
記
は
六
筒
鄱
之
司
安
倍
賴
良
と
し
て
あ
る
け 

れ

ゼ

名

今
昔
物
語
は
六
郡
の
內
に安
倍

賴
良
と
しV

あ 

る

(

若
今
®
物
語
は
源
隆
國
の
作
と
す
れ
ば
隆
國
は
承 

曆
元
年
七
十
四
で
死
ん
だ
か
ら
前
九
後
三
年
役
の
終
は 

つ
<
康
平
五
年
は
五
十
九
の
踌
だ3
ぅ
す
れ
ば
隨
國
は 

自

分

と

同
滕
代
の
陸
奥
話
記
を
和
文
譯.

U

し

*
事
に
な
 

6
、
^
う
•で
な
け
れ
ば
話
記
は
今
昔
の
漢
文
譯
と
云
ふ 

こ
と
に
な
る
或
は
話
記
今
昔
共
に
隆
國
の
作i
名
考
へ

ら
&4

、
(

.け
れ
ど
愁
今
(#
'
石

今

昔

物

謌

に
.»
後
1
1藉
役 

.
に
_
ず
る
目
次
あ
：つV

本
文
は
蘭
け
て
あ
る
於.
S
ぅ
ず 

れ

：ぱ

隆

國

死

後

事

件

±
仑
今
昔
に
.載
つ
て
ゐ
る
事
に
な 

j

る

か

ら

少
く
と
？
今
傳
ふ
る
今
昔
物
語

1

部
は
後
に
書 

き

加
ベ

お

ぢ

の
f

 

詞
花
集
な
ど

に1

一
十 

卷
と
し
て
あ
る
今
傅
务
るg
の
ft
三
十1

卷
に
な
つV

 

ゐ
る
。
3
れ
ば
今
#
物
語
0
作
者
に
つ
い
て
の
罾
に
な 

る
舣
こ
の
今
苷
物
語
は
經
濟
史
料
と
し
て
紀
記
以
上
の 

價
値
あ
6
、
作
者
を
知
る
は
必
要
で
&
る
け
れ
ど
長
く 

な
'る
於

ら

略

す

，
る

。

)

と
名
か
く
陸
奥
詰
記
作
以
後
幾
何 

,
I

S

中
に
和
譯
さ
れ
*
今
昔
物
語
に
司
を
內U

書S

 

て
ゐ
る
の
は
今
日
傳
は
る
話
記
は
內
を
司
と
誤
寫
し
允 

.
と
み
る
奴
ょ
か
ら
ぅ
。
話
記
は
す
ぐ
下
に
安
倍
氏
の
横 

j
行
六
都
と
記
し
て
あ
る
を
み

V

名
司
は
面
白
く
なs

o 

'そ
乙
で
話
記
の
安
倍
氏
謀
叛
の
理
由
を
橫
行
六
郡、
. 

ン
‘
勃
掠
人
民
、
子
孫
尤
滋
蠆
、
漸
出
衣
川
外
、
不
輸
賦
貢 

■:無
勸
催
役
代
々
驕
蓊
、
誰
人
不
能
制
之
。i
蝦
夷
酋
長 

は
其
部
落
な
る
衣
川
以
外
に
出
杧
乙
と
は
部
落
を
出
龙

野

蠻

族

ょ

ろ

進

ん

だ

民

族

を犯
^

果̂

一
種

奪

略

と

な

と
將

別

關

添

^
る
.
こ

と

を

注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬo- 

つ

^

。

陸

奥

に

國

司t

る

名

の

實

際

上.

i
i

勢

力

於

あ

れ

：

.
前

九

年

役

の

原

因

に

.つ

い

て

は

貞

：
m

e
貞

光

の

妹

を
 

ば

驶

制

的

に

赋

貢

催

役

を

命

岁

る

乙

と

名

出

來

や

う

が

：

妻

と

せ

ん

と

せ

し

に

其

族

を

賤

め

ら

れ

^

る

を

資
6

、 

相

手

は

野

巒

で

あ

る

以

上

腕

力

は

必

要

で

あ

る

。

だ

か

: '
'

|

貞

任

貞

光

を

要

擊

し

、

義

家

貞

任

を

所

罰

せ

ん

1

4

し
 

ら

新

國

司

は
入
部
し
て
法

律

を

强

制

す

る

場

合'に

酋

長

一
.ょ

ろ

貞

任

父

と

共

に

兵

を

あ

ぐ

と

な

し

、

後

三

年

§

<

.c 

tc
る

豪

族

と

衝

突

は

起

る

に
.き

ま

つ

て

ゐ

る

、

豪

族

の

j 

:

つ
い

て

三

浦
1#
士

史

學

雜

誌

ニ

十

ニ

ノ
 

|

に

發

表

^

る
 

方

で

圆

锨

に

解

決

し

や

う

と

す

れ

ば

新

國

司

に

»

賄

し

,
ノ

康

富

記

揭

載

の

新

史

料

.
に

ょ

る

名

藤

原

.の

眞

衡

の

養

子
 

て

自

分

の

勢

カ

を

保

杧

う

と

す

る

。

_

義

國

司

と

し

ノ
成

衡

源

賴

義

の

.
女

を
迎
，へ
ん

と

の
K
S

に

I

族

秀

武
A
 

て
斷
属
に
入
6
數
年
を
級
て
府
務
を
强
行
し
や
う
と
し

|

眞
衡
に
侮
厚
^
0れ
*
る
.̂

遺
恨
に
思
ひ
、
同

虔

舒

«
11 

.
fc

ら
そ
の
辟
に
■
肪你
首

給

仕

駿
馬
金
寶
之
類

悉

獻

幕

一，衡
を

.語

ひ

眞

衡

を

«

ふ
^

の

に

義

家
«

千
渉
し
遂
？4
戰 

.
下(

話
記)

し
て
蠻
民
降
參
の
形
を
と
つ'&
。
後

に

藤

原|

爭
に
な
つ
允

と

0
歷
A
上

0
事

件

に

は

必

す

女

あ

ろ

な
 

^

^

の
雄
に
な
つ
て
似̂

事
件
は
あ
つ̂

、
藤

原

師

綱|

ど
の
.迷
信
を
强
於
ら
し
む
るKJ

i

は
乙

の

雨
役

の

直
接 

B

陸
奥
の
國

司

i

しv

國
中
の
公
田
を
檢
注
し
•如う

と

|

原
因
と
な
.つ
：て
ゐ
る̂

兩

者

と

？

眞

を

專

ふ

と

は

い

へ
 

し
す
ら
|;
^*
は
大
皮
司
举
春
と
心
を
合
せ
師
綱
に
抵
抗

|

な
s

o戰
記

は
其
實
事
件
の
變
化0
面

白

さ

に

重

き

を
 

し

や

う

と
し
あ
は
や
®

爭
於
飴
ら
う
と
し
女
塒
に
金
.一j

置
s
f
c爲
め
表

面

の

事
實
の
み
を
記
載
し
底
强
い
音
流 

萬

雨

の

贈

贿

を

し

や

う

と

し

^

事

は

古

事

談

に

 

'

(

本

誌

' 

の
.流

れ

V
:

ゐ

る

S S
*
Mカ

說

し

な

い
^

ら

^

あ

る

。

七
卷
四
號
參
照
}
見
えV.

ね
る
0
こ

れ

は

奥

州

豪

族

の

前

九

後
1
.ニ
年
の
役
と
劣
賴
義
義
家
共
‘に
こ
の
亂
の
鐡 

,

.慣
用
手
段
セ
あ
る
と
見
え
る'0
於

ぐ

奥

司

i
豪
族
：
 

' 

壓
に
..向
ふ
^
土
云
^
ょ
^

^
國
司
-

^
て
1
奥
に
在
國



$

^

s

f

i

o

 

0

の

國

司

之

豪

族

杧

る

!€
倍
 

淸
原
、
藤
原
.氏
と
到
底
兩
者
の
利
窖
は
.

一

致
し
得
べ
か 

ら
ぎ
る
性
質
の
名
の
で
あ
る
。

の
地
^
る
陸
奥
國 

司
杧
る
？
の
は
其
部
下
の名
の
に
輿
士
允
る
武
人
の
あ 

る
C

と
は
最
名
都
合
の
ょ
い
の
で
あ
る
が
阿
倍
賴
辟
と.
 

最
勒
戰
爭
を
し
杧
藤
原
登
任
は
其
郞
從
と
し

V

平
永
衡 

を
從
へV

下
41

郡
を
傾
せ
し
め
杧
と
あ
る
上.
6み
れ 

ば(

話
記)

賴
胁
謀
叛
以
前
に
己
れ
の
部
下
に
一
郡
を
與 

ふ
る
乙
i
tt
安
倍
氏
の
一
都
を
削
ぐ
に當
る
の
で
安
倍 

氏
^
己
の
領
地
を
削
減
さ
る
と
不
快
に
思
ふ
た
％
無
理 

で
なS

、■
三
年
の
役
の
胳
？
義
家
の1 5
等
お
る
芷
經
、 

助
包
義
家
の
被
官
人
と
し
て
勃使
と
な
6

1
の
檢
田
中 

起
つ
^
事
件
で
寧
ろ
眞
衡
に
同
情
し
杧
於
後
^
^
家
衡 

の
降
參
し
^
と
き
義
家
之
を
許
し
、
六
都
割
分
、各
三
都 

充

被

^

^

家

衡

と

ぁ

る

の

を

み

れ

ぱ

奥

州

六

郡

に

於

ぃ 

て
淸
原
な
る
豪
族
に
實
權
を
與
へ
さ
す
れ
ば平
和
、

S

成 

立
す
ベ
く
豫
期
^
れ
杧
乙
と
よ
ろ
み
て
名
豪
族i 
土
地 

問
題
と
の
關
係
舣
大
切
で
あ
る
か
は
わ
か
る
。

奥
州
を.
奪
^

じ
杧
と
京
都
沪
ら
思
は
れ
て
ゐ
る
藤
原
. 

氏.
の
領
の
■̂
忍

に

は

地

頭

大

^

司

季

春

を

置

い

杧

奴

季 

春
は
基
衡
の
股
肱
と
女
の
む
べ
き
臣
で
あ
つ
て
こ
の
一 

郡
を
；

S

つ
く
る
めV

彼
れ
に
任
せ
杧
ら
し
い、
0
0 

の
國
司
は
郡
■

注
と
云
ふ
の
で®
«
_

の
あ
は
せ
 ̂

t
i
は
古
事
談
に
最
各
詳
は
しs
o 

滅
C
の
後
出
羽
の
檢
田
を
や
つ*
拇
地
頭
ど
3
は
間
田 

多
き
故
に
此
間
田
沒
收
せ
ら
れ
把
事
を
賴
朝
に
訴
へ
长 

が
賴
朝«

出
烟
は
夷
地
敌
例
外
な6〜

：
名

と

の

まV
に 

許
し
*
。
乙
の
忍
都
は
泰
衡
滅G
IC
至
る
ま
で
ま
と
め 

て4  .

郡y
：

庄
司
を
置s

允4

名

知

れ

：ぬ

。
.吾

春

鏡

文

治 

五
年
八
月
八
日
、51
泰
衡
郞
從
信
夫
佐1

司
贼
着
|
| 

|
|

|

 

i
て
義
經
の
身#
6
つ
允
兄
弟
の
親
は
忍
郡
を 

あ
づ
か
つ
て
ゐ
杧
ら
し
い
一
族
佐
藤
義
淸

(

西
行
法
師)  

上
京
し
て
上
西
門
院
に
仕
へ

y.

ぬ
*
に
當
有
で
あ
つ
允 

の
を
み
れ
ば
奥
州
の
特
別
制
な
る
こA
は
知
れ
や
ぅ
。 

文
治
五
年
九
月
一一
十
三
日
の
條
に 

.

而
§
_

|
有

一,
萬
餘
之
村
ゅ
^

^
衡
者
果
福
軼
父
、

I

!

I

I
1

I

V|
I!I
1

管
領
爾
國
、
51
三
十
三
年
也
、

：

■

.
t
、
に
皮
の
數
な
ど
をft
算
せ
梦
村
數
あ
げ
て
あ
る.

の
は
珍
ら
し
い
C
と
で
充
分
研
究
を
恶
す
と
思
ふ
。
け 

れ
ど
S
亦
奥
州
藤
原
氏
は
公
卿
の
賴
長
の
莊
菌
を
预6 

其
年
貢
を
納
め
*
例(

本
誌
七
ノ
四
參
照)

名
あ
れ
ば
こ 

れ
ま
で
研
究
の
如
く
劃
一
主
義
を

1

貫

し

杧

ら

大

な

る\

 

談

^
'
^
あ

る
0

一
 

安
倍
、
淸
原
、
藤
原
の
奥
州
豪
族
の
奪
掠
的
勢
力
は.| 

前
述
の
如
く
で
あ
る
财
前
九
年
役
に
拟
陸
奥
國
司
と
し

5 

て
十
一一

年
後
三
年
役
に
は
數
年
奥
州

U

滯

在

せ

し

義

家| 

に
つS

 V

名
幾
多
の
疑
問
は
提
出
さ
れ
る
。
大

亂

の

後

| 

の
土
地
盤
a
は
非
常
な
る
困
難
な
名
の
セ
長
元
々
年
平

| 

思
常
の
關
東
に
謀
叛
の
滕
坂
東
は
荒
さ
れ
！
塒
は
可
作 

之

，
田

十

八

町

ょ

6

なS

が
'辰
重
上
總
守
と
な
6
し

當

脖| 

.五
十
餘
町
あ
つ
^
、.
そ
れ
於
ら
三
四
年
の
間u

千

ニ

百

\

 

餘
ll
f
rに
®
加
し
他
國
に
散
在
せ
し
人
々
名
歸
來
し
^
の 

だ
.ま
«■
來
常
陸
に
は
ニ
千
町
露
ぞ
あ
つ
杧
の
だ
®
爭 

に
荒
3
れ
以
後
舒
々
囘
復
せ
ら
れ
セ
の
爻
あ
る

(

左
經

記)

亂
後
四
年
に
しV

國
は
半
分
ょ
6
囘
復
し
<
ね
な 

s

o

戰
後
ビ
於
け
る
經
營
の
困
難

&

く
の
如
く
だ
が
義 

家
は
果
しV

ど
ラ
せ
あ
る
か
、

「

こ
の
，事
に
つ
いV

百
練 

抄
の
記
事
は
最
名
大̂

で
あ
る
0 

寬
治
五
年
六
月
十
二
日
紿
宜
旨
於
五
畿
七
道
"
停
止 

前
陸
奥
守
義
家
隨
，兵
入
京
、
竝
諸
®
百
姓
以
田
畠
公 

驗
、
好
寄
義
家
朝
ほ
事
、
件
由i

原
實
淸
與
淸
原 

則
淸
、
相
論
河
內
國
領
所
之
間
義
家
朝
臣
與
舍
弟
義 

綱
爭
權
、
兩
方
爭
威
之
間
、
、欲
企
攻
伐
天
下
之
騷
動
、 

莫
大
於
此
、：

i
、
こ
れ
義
家
舣
後
三
年
の
役
を
終
.へV

三
年
を
經
て 

の
脖
で
あ
る
。
實
淸
.、
則
淸
兩
人
の
、
池
田
氏
平
安
朝 

史
に
武
則
の
子
武
衡
河
內
領
所
に
つ

S

て

實

ぞ」

あ
る 

は
誤
6
/;
>
:

)

系

圖

名

不

明

ゃ

あ

る

於

義

綱

は

出

羽

守

籤
 

家
は
.陸
奥
守
#

6
し
t
と
名
あ
6
淸
原
氏
な
ら
出
羽
に 

關
係
多S

れ
.ら
奥
溺
地
方0
こ
と
、
關
係
し
<
る
ら
し 

S

 

o 

§

1

條
師
通
記
は
備
舉
に
記
し
て
腕
漏
僻
多

S
.

の 

で
何
と
各
云
人
な.

s
'
s

 a

の
爭
の
原
因
に
僕
從
之
事
云



々
よ
6
み
れ
ぱ
其
R
下
i

s
下
の
举
ひ
に
主
A
同
士
の 

義
家
i
義
«
と

戰

ふ

べ

.き

形

勢

と

は

な

つ

ft
の
^
。
苜 

姓
胗
好
ん
で
そ
の
田
鼻
の
公
驗
を
義
家
に
よ
す
る
の
は 

^
2

か
ら
權
門
1C
よ
せ
，fc
ヒ
と
あ
6

之
れ
.
關̂
^N

る
.魅1? 

令
ぢ
屢
々
出
女
ゐ
石
釋
だ

&
後
一〗

一
年
役
に
な
っ

y

羲
家 

に
公
驗
を
よ
す
る
乙
と
に
.
»
意
味
似
な
く
て
は
な
ら
ぬ 

公

驗

と

は

ど

ぅ

云
.ふ
^

p

の
で
あ
る
か
試
み
に
石
淸
水
八 

幡
の
？
の
を
左
に
あ
ぐ
る
。

',
.
:太

宰

大

貳

宅

解

申

請
ff
i

s
tt
M

v

請
被
給
職
制
、
爲
後
代
證
文
、
所
領
明
地
庄 

壹
處
本
公
遍
失
狀 

.

在
美
濃
國
珂
兒
郡
四
理
郡
家
兩
鄕

ヨ

^

限

讲

尖

石

柬

峰

限

歯

臌

山

竝

峰
 

I

妾

眼

西

可

兒

河K

双

北

可

兒

河

右
件
芘
元
始
祖
小
野
宮
御
領
、
傳
轉
領
掌
之
問 

無
他
妨
、
仍
代
々
國
同
無
檢
田
入
勘
收
公
、
近 

.'
代

爲

荒

廒

地

、
無

人

寄

作

、
.然

而

四

至

內

田

畠 

.

.
隨
見
作
免
除
、
而
去
九
月
十
八.
H
至
載
在
狀
、

' 

,

.

.

.

右
塵
請
、
：職
裁
早
紿
證
判
、
爲
後
代
相
鑒
、
以

，

解
.、
■承

曆1
1

年
^
1
,
1
月
1ニ
十
1
.
1
0
:事
業
從
七
位

上

刺

氣

宿

禰

葉
.

左
京
職
判
、

■依
件
庄
公
驗
燒
G
紛
失
、
解
狀
顯
然
與
判
如

中
同
年
同
月
..

令
甘
六
■日
：：

大
夫
藤
原
朝
E(

花
押
丫 

.

:
以
下
略
•

判
件
在
相
傳
被
領
掌
之
旨
、
敢
無
相
違
、
仕
燒 

.
失
之
職
判
、
不
可
i

妨
在
地
鄱
司
承
知
可 

勸
行
之同

年
同
月
二
十
九
日 

大
介
藤
原
朝
|5
花
押 

.都
判 

•

任
國
判
旨
、
檢
.四
至
阡
陌
無
相
違
、
本
家
領 

知
給
旨
、
仍
四
至
內
田
畠
偏
爲
庄
領
、
宫
物
祖 

.税
所
被
1

也
、.後
5
1在
都
司
署
之.

へ

同
三
年
正
月
十
九
：

日
：；，
.-:

S.I:

!I
I
!

1
I
1.]
I
I1I
!

I

■

四
度
便
伴
：

*

都
判
姐
箱
違
、
故
在
地
加
證
署
之J 

. 

以
下
略 

義
家
は
百
姓
よ
6
ぅ
け
杧
土
地
を
兼
併
し
杧
と
み
る| 

名
乙
‘、
に
最
ちm

難
な
間
題
は
起
る
。
吾

よ

れ
 

s

奥
州
征
伐
の
賞
與
と
し
ぅ
け
^
の
は
上
總
の
莊
菌
一 

つ
名
ら
つ
^
こ
i
の
み
見
え
る
、
本
朝
文
綷
に
ぢ
見
ゆ

j

 

る
如
く
奥
州
征
伐
は
支
那
の
將
軍
奴
北
夷
征
せ
し
功
に

\

 

な
ら
61
、
朝
廷
よ
6
は
#
與
の
國
司
に
任
ゼ
て
之
を
賞

j 

し
て
ゐ
る
。
賴
義
の
子
賴
信
平
忠
常
征
伐
の
功
に
は
丹

j 

波
の
國
司
女
ら
ん
事
を̂

ふ
^
こ
と
は
、
當

滕

の

日

記j 

U

見
え
て
ゐ
る
、
話
記
に
名

「

賞
勳
功
砰
賴
義
朝
及
芷
四 

位
下
伊
豫
守
、
太
郞
義
家
從
五
位
下
出
羽
守
、
次
|[
5

義
綱 

_
左
衞
門
尉
、
と
み
え
て
ゐ
る
の
は
こ
の
肪
代
にii
司 

は
#
祿
以
外
に
其
私
收
入
は
甚
多.か
つ
^
の

で

京

都

に\

 

貧

乏

.1

.女
公
卿
は
兩
一
ニ
年
$
地
方
に
行
け
る
富
亙
莴
を 

重
ね
る
乙
と
は
當
塒
公
然
の_
密
.で
大
江
§

か
靭
廷 

に

表
..
^
奉
ろ
公
然
泛
之
を
論̂

. 

v

ゐ
：る

、
.
國

司

は

地

方 に
私
腹
を
肥
や
し
、
京
都.に
其
財
產
を
，運
>
の
を
目
的 

と
す
る
の
で
、
道
長
拇
代

の

鼓

削

.の

國

同

伸

能

は

金

七 

瓶
銀
七
萬
を
京
都
に
菩
へfc
こ
i
は
日
、記
長
秋
記
に
詳 

か
で
こ
の
種
の
例
は
澤
山
あ
る
。
然
る
に
紀
記
な
ど
で 

は
百
姓
は
權
門
に
其
土
地
を
寄
贈
し
、
其
保
護
の
下
に 

租
桃
を
免
れ
ん
i
す
.る
の
は
莊
菌
の
多
く
な
る
原
因
の 

1

^
る
乙
と
は
何
人
？
怪
4
ぬ
け
れ
ど
$
公
卿
«
之
れ 

を
ぅ
け
杧
る
場
合
と
武
家
於
ぅ
け
女
る
場
合
於
同
 

一p

 

i

か
は
褂
究
に
最
ぢ
必
要
の
も‘マ
話
記
に
、
賴

義
 

E
威
風
大
行
、
瘍
々
類
皆
如
奴
僕
ヽ
师
愛
士
好
施
、
會 

圾
以
東
弓
馬
士
之
大
半
門
客
と
、
爲M
客
と
な
る
意
を 

臣
下
i
解
す
れ
ば
そ
の
咬
、
で
あ
る
於
其
踣
下
^
る
武 

士
の
'領
i
賴
義
、
義
家
な
ど
の
關
係
は
必
要
で
あ
る
け 

れ
と
此
具
徽
的
碑
究
责
せ
す
し
セ
莊
菌̂
る
一
般
硏
究 

の
結
果
を
如
何
な
る
場
合
.に
名
あ
て
は
め
上
ぅ
と
す
る 

從
來
の
硏
究
*
は
非
常
.に
誤
：つ
て
ゐ
る
。
義m
が
百
姓 

よ
6
公
驗
を
5
^
qる
t
の
重
大
s
'る
#

^

義
家
と
の
伸
違
び
の
原
因
ぇ
し
て
の
み
論
^
て
ゐ
る
の



比
前
九
後
三
年
の
役
を
杧
せ
戰
举0
興
味
み
と
の
t

 

る
か
ら
^
あ
る
。：

奥
州
の
國
司
と
し
て
今1

つ
注
目
す
ベ
き
は
金
の
問 

題
で
あ
る
。
t
の
こ
と
は
‘史
學
雜
誌
ニ
十
篇
五
號
に
論 

b
^
i
j
i
^
あ
る
か
ら
成
る
ベ
く
重
祓
せ
ぬ
例
を
ひ
く 

源
賴
朝
は
奥
州
國
司
藤
原
.

に
送
つ
把
書
狀
中
に 

「

又
如
貢
馬
貢
金
者
、
爲
國
土
貢
«

爭
不
管
領
哉
と 

あ
る

の
で
睡
奥
國
司
は
王
朝
脖
代
を
通b
て

金
の
こ

と
 

を
^
P
M极
ふ
？

P

の
で
隨
つV

役
德
似
あ
つ
^

}
見

え

るj 

義
家
が
睦
奥
國
司
と
な
つ*

C

と
は
前
九
後I
一
一
年
の
.

合

| 

戦
に
於S

V

見
觅
す
能
は
^
る
事
實
で
あ
る
。
甚

衡

は| 

は
藤
原
賴
長
ょ
6
五
箇
の
莊
を
預
つ
て
ゐ
る
が
賴
長
が

\
 

1

箇
の
莊
ょ
ろ
五
十
爾
に
增
徼
せ
ん
と
し
杧
が
某
衡
は 

拒
ん
だ
。
け
れ
ど
名
こ
の
莊
か
ら
得fc
金
に
つ

き

賴

長I 

の
日
記
臺
記
に「

十
七
日
邮
财5

」

癸

卯

、

自

•奥

州

莊 

々
持
來
、
砂
金
百
六
十
五
雨
と
あ
る
、
.五
箇
の
莊
だ
け 

の
貢
金
す

ら

百
六
十
五
兩
で
あ
れ
ば
全
體と
し

て

は
大 

し
^

?

の
で
藤
原
氏
は
一
㈣
®

に

す

ら

一

一百
爾
を
贈

つ

，

v

ね
る
。
：
藤
原
は
新
國
司

：

入
部
の
際
の
f

lc
す

ら1 

.萬
兩
を
贈
つ
お
の
$
怪
し
む
に
足
ら
な
い、
>t
え
^

®
 

は
賴
塒
は
籟
義
に
金
賢
を
獻
匕
杧
乙
と
？
、
後
三
年
の 

一
役
に
、
賴
義
.の
女
の
.成
衡
と
結
婚
の
場
合
に
 

一
s

a
 

は
及
七
旬
老
屈
棒
#
金
跪
坐
し
女
の
名
奥
州
の
金
の
雙 

富
な
る
こ
と
を
あ
ら
は
し
<
ゐ
る

O

小
»
宮
、
實
資
の 

一
，
0
記
野
府
記
長
和
三
年
二
月
七
日
の
條
に

今
日
將
軍
維
•成
自
奧
州
參
上
、
所
貢
左
府
之
物
馬
一
一 

十

疋

懸

_

S I
不

.
胡

醫

羽

砂

金

謂

布

等
 

.
其
數
尤
多
、
鳴
預
、
將
軍
任
府
隨
身
數
萬
物
？鐘

府

、

'、.道
路
成
市
是
之
踣
萬
云
：々

件
維
良
^
*
追
捕
宫
府
不 

經
幾
間
榮
爵
叉
任
將
軍
財
貨
之
力
也
、
外

狼

輩
 

彌
監
、
貯
財
寶
令
貿
官
爵
之
鬏
悲
代
也
。 

奥
州
に
赴
任
す
る
官
吏
の
金
を
得
る
乙
と
は
出
來
把 

識
據
で
あ
る
。

朝
廷
に
於S

て
？
奥
州
ょ
ろ
搭
る
金
の
萵
は
莫
大
な 

名
の
で
御
堂
關
白
記1C
,ょ
れ
ば
、
金
七
«
兩
盤
ま
れ
杧 

記
事
好
あ
る
。
米
、
布.は
鋳
®
と
姐
び
行
は
れ
t
當
拇

I
I
I

_I
I
I
®章

!

金
と
は
無
論
砂
金
の
こ
と
令
目
方
を
以
て
量
つ
て
ゐ
る 

此
塒
代
に
七
§

の
金
は̂

し

て
少s

量
で
は
なS

。 

今
昔
物
語
に
あ
る
紀
延
肋
な
ど
の
高
利
贷
生
活
な
ど
ぢ 

よ
く
こ
の
方
面
の
消
息
を
語
つ

V

ゐ
る
名
の
で
あ
る
。

:

平
治
物
語
に
見
ゆ

る

金
實
吉
次
の
奥
州
と
京
都
の間
に
 

往
復
せ
し

こ

と

は

史
實
と

し

て

ft
別
問
題
i
す

る

名

.
こ 

の
種
の
商
人
の
あ
つ
把こ
i

は

拒

む

己

と

は

出

來

な

い
 

t
の
金
寶
の
己
と
を
註
釋
的

M

布
演
し
杧
の
は
謠
曲
の 

熊
坂
で
、「

S
て

名
ご

0

0

$

f

て
、
黃
金
を
商
ふ
_ 

商
人
あ
つ
て
每
年
數
多
のf

集
め
f

㈣を
作
つ
て

奥 

州
へ
下」

と
、
金
を
寶
る
と
云
ふ
こi
は

よ

く
此
時
代
の 

經
濟
狀
態
の 
一
*

を

|»
叭

し

て

ゐ

る

と

思ふ
0.
佐

渡
の 

金
は
奥
州
よ
6
み
れ
ば
遲
れ
て
掘
つ̂

ら
しS

、

今
昔 

物
語
に
能
登
の
國
で
鐵
を
掘
れ
る
工
夫
の

I

人
は
佐
渡 

に
金
あ
る
t 

iを
知
-
、̂
國
司
«
之
れ
に
命
1̂
金
を
得 

せ
し
め
し
に
ニ
十
日
に
し
て
千
雨
だ
け
掘
つ
杧
と
のt 

と
名
あ
る
が
、
今
昔
は
其
長(

前
の
.鑛
夫)

ノ
後11

モ 

必
掘
ケ
-y

力
1シ
、
遂」】■

不
聞
.

.11'

T
ih11

,ケ
サ
.ト
ナ
ム
■'
 |

と

.

結

ん

で

あ

る

を

み

れ

ば

奥

州

の

，
如
く
一

 

般
に
知
ら
れ
な 

S

證
據
で
前
九
後11

一
年
役
前
後
は
奥
州
の
み
は
金
の
產 

地
で
あ
石
と
み
て
差
支
な
い
。

後
一.1

一
年
役
は
前
に
S
述
べ
t
如
く
義
家
奴
H
nl
i
し 

,v

下
向
中
の
出
來
事
で
あ
る
。
後.三
年
記
に
ょ
作
ば
®} 

廷
は
義
家
の
^

^
と
の
戦
ひ
を
私
鬪
な6
と
し
何
等
沙 

賞
を
や
ら
な
か
つ
*
0.
戰

爭

好

き

の

我

國

民

は

義

家

の 

功
を
無
視
せ
る
如
く
延E
を
非
難
す
る
け
れ
ど̂

P

Mつ 

て
ゐ
る
。
t
の
戰
は
義
家
の
妹
.の
眞
衡
の
養
子
成
衡i 

の
^

^
の
晚
に
偶
然
i
起
つ
允

急

で
始
ょ
6
公
の
性 

質
の
多
の
で
なs

。

允

ゃ

國

司

把

.
る

義

家

と

の

戰

带

に 

te
な
つ
の
で
乙
の
戰
ひ
の
起
つ
^
事
は
京
都
で
名
疑
を 

抱S

 v

ゐ

る

。

爸

！
條

師

通

記

：に

ょ

れ

ば

應

德

三

年

九

： 

月11

十

八
S
に

な
っ
て
.
_
奥

兵

亂

事

義

*
9
3

羽

可

使

如

；
， 

何

と

あ

芯

？.若

世

說.の
.如

く

こ.

の
：.

戰

爭

は

三

年

於

、
ラ 

*
な
ら
ぱ
應
德
三
年
九
月
頃
に
は
少
く
と
名
戰
举
始
ま 

つ
T

1
.ヶ
年
以
-
4
£經
'て
ゐ
_る
。
"所
於
十
月
に
な
つ
：て 

不
«
乏
な
ぅ
、
. 

'
十
.

1

:月
に
な
6
媒
@

^
得
な
い
、
所
，
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i
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Kド 
1

,
,
v
f

'：,, レ ■レ

七
，

1
八

錄

寬
治
三
.

i
H
-

月
十
日
に
な
^
' 

. 

'

:
陸
奥
前
同
義
家
事
被
定
委
不
聞
追
可_
鳅(

前
書)

、
 

と
己
れ
1C
ょ
れ
ば
亂
後
一
年
に
し
て*
件

の

眞

^

は

京 

都
に
不
明
と
の
意
で
あ
る
好
、
そ
れ
？
國
司
と
し
て
の 

.義
家
に
^
疋
の
あ
つ
fc
こ
と
を
意
味
す
る
於
充
分
の
鞒 

究
を
喪
ず
る
所
で
あ
る
。
寬
治
元
年
十
月
.義
家
は
淸
原 

氏
追
#
0
'國
解
を
進
匕
女
計
6
セ
あ
る
に
す
ぐ
翌
年
茈 

月
に
は
藤
原
某
家
は
陸
奥
國
司
に
任
せ
ら
れ.て
ゐ
る
。
 

國

司

と

し

，て

義

康

«

事
務
引
繼
げ
s

i
ま
名
なS

中U

 

.«

.家
任
^

^
事
と
は
不
思
議
で
*
る
と
見
ぇ
、
織
原
宗 

思
は
こ
の
事
件
に
つ
き
藎
有
敌
領i
か&

て
ゐ
る
、
義 

家
は
疑
問
の
人
で
あ
つ
お
の
で
あ
る
。.水
長
元
年
十11 

月
に
な
6
宗
忠
の
記
事
中
左
記
の
記
事
は
。
パ_

砂
金
鑛
入
所
先
例
下®
而
近
日
金
不
候
云
々
如
何
、 

仰
云
前
陸
奥
守
義
家
朝
毘
砂
金
未
進
云
々
，

翌
ニ
年
三
月
二
日
二
十
五
日
の
條
に 

前
陸
奥
守
義
家
合
戰
之
間
不
貢
金
、 

ヒ
れ
後
三
年
役
の
後
九
年
以
後
の
記
事
で
ぁ
る。

n

, 

' 九11

に
義
家
の
未
功
課
な
る
に
次
の
國
司
の
任#
あ
6
把
•る 

を
怪
し
み
、
師
通
記
は
義
家
の
奥
州
に
於
け
る
舉
動
に 

絕
ぇ
ず
不
思
議
を
抱
ケ
て
ゐ
る
點
を
結
合
し
て
考
へ
て 

j

見V

ぢ
義
家
の
貢
金
せ
次
る
こ
と
は
疑
の
餘
地
あ
る
と 

\

思

：ふ

。
斌

將̂
る

義

家̂

*
人

は

肢

威

さ

れ

て

ゐ

る

け 

\

れ

ど

ぢ

經

濟

史
±
よ
4
.
n
0亂

を

見̂.
滕

は

却.つ
.<,
典
 

\

あ

石
i

思

ふ
.0
否

戰

爭

話

？

必

宴

で

あ

ら

ぅ

け

れ

ど

名
 

™

歷

史

の興
の

意

味

よ6

よ

く

，は

後

者

.

に
あ
る
と
思
务
o 

\

前
九
年
役
な
る
洛
稱
％
不4绿
や
あ
み
、
後
三
年
役
f
cつ 

一

s

て
の

年

月

に

？

誤6

あ

.る

け

れ

ど

？

今

は

之

れ

を

略
 

|

爹

る

。:前
九
後
.

一:

ニ
年
雨
方
を
混
同
し
ズ
かs
tc
の
は
經 

濟
史
上
よ
6
は
區
別
の
必
要
は
な
い*>
ら
で
あ
る
。
與 

j

州
藤
原
氏
の
こ
と
を
つ
け
加
へ
杧
の
は
土
地
制
に
つ
い 

r
、v

藤
原
の
方
材
料
多
い
の
と
、
淸
原
槠
代
と
藤
原
辟
代 

|
に
土
地
制
に
變
化
に
大
差
な

S

か
ら
で
あ
る
。
源
賴
朝 

一
财
奥
州
從
伐
を
し
*
理
由
の
1
面
名
奥
州
の
富
源
と
云 

ふ
？

J
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

:

和

蘭

に

於

け

る

勞

働

者
V

運

動

(

其1
)

'
:

':

大

’矢

知

豸

本
篇
は
和
蘭
經
濟
學
者
と
し
て
令
名
あ
る91
玲
0蒙A.vaa M
a
n
e
n

 

氏
^「

シ
■ユ
乇
1
ラ
ー」

敎
授
の
虫
宰
せ
るJalirbuch ffir Gesetzge

丨 

b
m
g
,

 

y(t
>コ
^
J
^
l
oc
l
d
.<l
o
^
^
^
^
w
o
J
^

cf
*m .Beutschen neich

o-s 
に
寄 

せ
把
)5
論
文 

OTtande 

d'n
>*-
Jniederlpndisclle Arbeitst

fo
名 egtm 
叫 

の
大
澈
を
課
出
せ
し8
の
な
：
 ̂o

第1

節
勞
働
組
合

1

、
歴
史
、
統1

的
特
徵
を
缺
げ
る
和
蘭
勞
働
組
合
の 

發
達
に
就
きV

見
る
に
十
九
®
紀
の
前
半
期
に
考S

て 

は
社
會
的
政
治
的
運
動
の
勞
働
者
に
與
へ
し
影
響
の
見 

石
べ
き
名
の
な
く
、
越
え
て.

1

八

七
，
〇

年

頃

に

至
6
て 

始
め
て
微
II
な
る
«
體
的
精
神
の
館
茅
を
見.る
に
至
6 

杧
る
於
、
t
は
政
治
土
の
事
變
に
よ̂

v
y
K!c
長
足
の 

進
步
を
爲
し
^

'

加̂

夯

る

に

世

界

に

，共

通

な

る

思

想

' 

?
此
精
神
の
旃
芽
と
共
に
影
の
體
に
伴
ふ
於
如
く
起
る

に
至
れ
6
。
ロ
へ
和
蘭勞

§
%

運
動
に
は
其
初
期
に
當A
s 

V

階
級
爭
鬪
«
る
觀
念
は
毫
？
！

I

む
る

C

と
能
は
3'
'

6 

し
な
6
。
次
で
一
八
七
.ニ
年
の
會
議
の
結
了
後
始
め< 

j

小
同
業
組
合(

勞
働
組
合)

の成立を見かく

v
 

一
八
七
〇

年

以

後

は

勞

働

組

合

の

.
數

は

漸

次

增

加

せ

し 

於
、
而
か
名
專
制
的
精
神
は
依
然
と
し
て
画
體
を
支®! 

.
し
、
其
»
務
に
關
し
て
名
企
業
家
、
勞
働
者
共
に
其
れ 

j
,

に
加
れ
6

0
當
滕
旭
日
東
天
の
勢
を
以
つ
て
發
展
し
つ 

一
 

>

ぁ
6
•し
自
由
主
義
的
組
合
は
甚
だ
勞
働
者
に
同
情e 

一
有
せ
し
か
ば
共
同
團
體
ヘ.勞
ii
者
住
宅
の
.改
级
、
銀
行 

j

制
度
等
に
關
し
て
種
々
の.建
言
を
呈
せ
6
。
3
れ
ど
企 

業
家(die Herren) 
'の
勢
ガ
呔
未
だ
究
全!c
,a
'V
J
S
tす
る 

能
は
次
る
此
運
動
に一

大
痛
棒
を
與
ふ
るU

至
れ
6
0 

要
之
該
運
動
の
歷
史
は
勞
働
階
級
の.歷
史
と
云
ふ
4
と 

\

能
妹
梦
。
寧
ろ
各
個
人.の
歷
史
と
云
ふ
を
可
と
せ
ん9
,
“

.

如
此
は
同
蘭
、が
經
濟
狀8
に
於
い
<
幼
稚
な
る
於
爲
め 

に
組
合
を
組
織
す
る
：
^
と
能
は
3'
'
6
し
名
、
而
於
名
有 

力
な
る
人
物
は
次
で
輩
出
す
る
に
至
れ6
。


